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議会改革検討調査会記録 

１   日時       平成２８年１１月２４日   （木曜日）  

                 開   会     午後１時２８分      

                 閉   会     午後２時３７分  

２   場所       第４委員会室  

３   出席者  

（議員）                      

座    長     村  家    博      

副  座  長    南    昭  弘     

委    員    木  下  章  広  

 〃      舎  川  智  也  

 〃      押  田  大  祐  

  〃      大  島    満  

 〃      尾  上  一  彦（欠席）  

            （ 代理出席  橋  本  雅  雄）    

 〃       松  井  桂  将    

 〃       村  石    篤    

 〃       赤  星  ゆかり（欠席）  

      （代理出席  中  山  雅  之）  

 〃       村  上  和  久  

〃       柞  山  数  男  

（事務局）  

事 務 局 長   久  世    浩  

事 務 局 次 長    後  藤    衛  

議事調査課長  圓  山  尚  英  

議事調査課主幹  坂  口  輝  之  
《課長代理》

議事調査課副主幹  柵    伸  治  
《調査係長》

議事調査課副主幹  石  黒  隆  司  
《議事係長》

議事調査課主査    大  塚  宏  明  
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４  協議結果について  

（１）一般質問における年間の持ち時間について

    前回の当調査会で、毎定例会６０分の質問時間を確

保すべきとの意見もあったことから継続協議となって

いたが、今回についても意見がまとまらず、再度、継

続して協議することになった。

（２）議会運営委員会の視察の廃止について

現状どおりとする。（議会運営委員会の視察は継続す

る。）

（３）ケーブルテレビの放映について

ケーブルテレビによる議会放映の検討を進める。

（４）弔電、祝電、香典の自粛について

    弔電、祝電は廃止する。香典については、公職選挙

法のルールに従って取り扱う。

その他  一般質問におけるパネル等の使用について

    全ての協議事項の終了後に、一般質問におけるパネ

ル等の使用についての協議を求める提案があり、新た

な検討項目として、次回の当調査会で協議することと

なった。
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５  会議の概要  

座長     ただいまから、議会改革検討調査会を開会

いたします。  

      尾上委員、赤星委員から、都合により欠席

するとの連絡があり、本日は、橋本議員並

びに中山議員が代理出席されております。  

      〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕  

座長     協議に先立ち、調査会記録の署名委員に、

木下委員、村石委員を指名いたします。

      この調査会につきましては、さきの補欠選

挙で当選されました新人の方も、新たにき

ょう、委員として参加されております。  

      簡単に自己紹介を、押田委員のほうからお

願いします。  

押田委員   〔自己紹介〕  

木下委員   〔自己紹介〕  

大島委員   〔自己紹介〕  

舎川委員   〔自己紹介〕  

中山議員   すみません。皆さんにちょっと御了解いた
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だきたいのは、この喉の状態では少しお聞

き苦しいので、携帯のスピーカーを用意さ

せてもらいました。これだと少し声が届く

ので、使用の許可をお願いしたいのですが。  

座長     声が大きくなるのですね。ちょっと、「こ

んにちは」と言ってもらえますか。  

中山議員   〔スピーカーを通して発声〕  

座長     大丈夫です。わかりました。  

それではこれより、本日の協議事項に入り

ます。

      協議事項は、お手元に配付の４項目であり

ます。

      ここで、本日の協議事項について、事務局

から説明をさせます。  

議事調査課長 〔説明〕  

座長     今ほど事務局のほうから説明があったわけ

でありますが、それでは、協議事項１番目

の「一般質問における年間の持ち時間につ

いて」に入ります。  

この件に対する御意見があれば、お願いし

たいと思います。  
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村石委員   備考のほうに書いてあるように、毎定例会

６０分の質問時間を確保すべきと考えてい

ます。基本的には、一人当たり６０分とい

うことで、各会派に割り当てるということ

になるのですが、現実問題として一人６０

分以内ということで、９０分は設けないで

６０分以内で、みんながそれぞれ、定例会

ごとに質問できる権利を保障するというこ

とになると思います。権利だから、必ず質

問をしないといけないという義務ではない

ので、そういう権利を保障するというのが

社民党の考え方です。  

中山議員   私たちも、今の件に基本的には賛成です。

不当な質問制限をなくそうというのが、主

張としてはあるのですけれども、議員とし

て、定例会ごとにしっかりと質問ができる

－最低でもやっぱり６０分ぐらいは確保し

てということが必要だという見解です。  

座長     整理しますと、今までの９０分という中で

は－一応３０分ずつという捉え方でしたの

で、それで今、自民党さんのほうからまた

提案があると思いますが、１２０分に延ば

すということは、４定例会がありますから、

３０分掛ける４ということで、基本的には

毎定例会で一般質問ができるのですよ。プ
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ラス３０分になりますから。９０分を１２

０分にするということですから、できるの

で、後は時間の問題なのですよね。それで、

自民党さん、いいですか。  

村上委員   一人当たり１時間という権利の主張は理解

できるのですが、議長、副議長を除いて３

８名が一般質問をすると。４月以降、新し

い任期では３６名が一般質問をすると。そ

れで、一人当たり１時間の権利があると、

みんなが権利を行使すると３８時間や３６

時間が必要になってくるということになり

ます。これを１日６時間としますと、一般

質問に６日間がかかると。それに対して、

当然、当局は勉強会を開きますので、その

勉強会でまた時間を要すると。徹夜をして

もなかなか現在のスケジュールでは、定例

会の初日に質問項目を出して、そして議案

調査日を経て、３６人分に答えるというの

は非常に困難であるということになると、

この質問の提出をさらに早くすると。とい

うことは、議案の提出も早くすると。どん

どんどんどん前のほうにいきます。そうし

ますと、役所の方々は議会対応だけが仕事

ではありませんので、むしろ通常の任務と

いうものは、議会に対する責務と同様に市

民に対する責務もあるわけですね。そのこ
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とに非常に支障を来すことも考えられます。

議員がその権利を主張することは当然であ

りますけれども、一般市民の方々も職員の

サービスを受ける権利を有しているわけで

すね。３６人や３８人が質問すると、そこ

までも侵害しかねないということになって

くると思いますので、ここはひとつ、一人

当たり年間１２０分というところが両方の

折合いをつけるところではないかというふ

うに思いますので、これまでの自民党の主

張－１２０分ということを御理解いただけ

るのかなというふうに考えております。  

松井委員   公明党会派としても、現行の議員一人当た

り年間９０分から、まずは１２０分にする

ことについては賛成です。今までどおり、

会派内で調整をすることについても可とし

ていきたいというふうに思っておりまして、

一方、無制限という意見も前にありました

が、まずは、中身の濃い質問内容と。やっ

ぱり、これが大事であると現状では思って

おりますので、それに努めて、次の段階と

して時間も考えていくのがいいのではない

でしょうか。とりあえずは１２０分にして

はどうかというふうに思います。  

木下委員   まず、時間もそうなのですけれども、やっ
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ぱり先ほどお話も出ましたが、その質を高

めると。どの面もそうなのですけれども、

質を高めて丁寧に議論をする。それがまず

前提に来るかとは思います。その上で、私

としましても、質問時間を延ばすことには

賛成しております。だけど、現状で一人当

たり９０分ということでは、一人会派の方

の質問の機会がやっぱりどうしてもなくな

ってくるということが考えられますので、

一人会派の方の質問の機会を守りたいとい

うふうに考えます。ただ、やっぱり皆さん

のいろいろなお話に出ているように、増や

す時間、時間幅に関しては、これは議論が

まだまだ必要だろうと思います。お話に出

たとおりで、行政側の時間的もしくは人的

の、そういった部分の負担が増えるという

のは、今はあると思います。時間を増やし

ていったら、会期の延長とか、そういった

ことも考えられると思うので、ここに関し

ては、質問時間を例えば一人当たり６０分

あげるとかそういった話が出て、今までの

通例上、大体何人が各定例会において質問

したのかとかの統計も出して、どれくらい

の時間や日数が必要になってくるのかとか、

そういったことを行政側からもヒアリング

をして資料を出していただいて、さらに議

論を深める必要があるのかなというふうに
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は、一応考えております。  

座長     私が最初に言いましたように、４定例会が

あるのです。今までの９０分というのは、

３０分掛ける３で９０分なのです。それ

で、４定例会で毎回質問できる場を与え

るということで、１２０分に延ばしたい

という経緯で私は言ったのです。だから、

今までは３０分掛ける３で１回はできな

かったのです。それを３０分掛ける４で

１２０分なので毎回質問できるというこ

とで、時間の大小はありますけれども、

そういう意味で御理解をしていただけれ

ばというふうに思います。  

橋本議員   民政クラブは、一人当たり１２０分で妥当

だと考えております。  

大島委員   一人会派ですので、できれば質問の時間は

６０分にしていただきたいという思いであ

ります。村上委員がおっしゃったように、

平成２８年１２月、平成２９年３月、次の

選挙後の平成２９年６月の定例会では多分、

大変たくさんの方が一般質問をするという

ふうには思うのですけれども、それもだん

だん淘汰されていくでしょうし、全員の方

が一人１時間、十分に市民や議員に耐えら
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れるだけの質問が続くとは思いません。必

ず淘汰されるというふうに考えております

ので、例えば合併前の大沢野町議会で実験

的に日曜議会というものをやったことがあ

るのですが、そのときには、今まで質問を

していなかった方がほとんど質問をされて

順番を決めるのが大変だったということも

ありますけれども、これは議員の権利とし

て、一定例会で６０分は、最低、確保して

いただきたいというのが自分の思いでござ

います。  

村石委員   前回も言ったと思うのですが、富山県内の

議会においても、定例会ごとに一人当たり

６０分と。そういうような決めをしている

ところが多いのですね。そこの議会は議会

でやはり公共性のある－当然議会対応もあ

れば市民に対する対応、行政の決められた

業務をするということがあるわけで、そう

いうことから考えて、やっぱり６０分とい

うのは決して実現できない時間ではないと

いうことと、あと一つは、何人が一定例会

で質問するかしないかは、それは議会運営

委員会の中で、ある程度の枠を決めて、そ

れぞれの会派が「うちの会派は何人が一般

質問する」というようなことも含めて議論

して、一般質問の日程もある程度変えるこ
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とで、協議をして決めるということがある

わけです。今、大島委員も言われたように、

毎回、全議員が１時間の質問をするという

ことが本当に現実的にあり得るのかという

ことも含めて、議論をしていくべきだとい

うことで、もう一度、定例会ごとに一人当

たり６０分ということで皆さんに考えてい

ただきたいと思います。  

中山議員   村上委員がおっしゃったことも一理あると

思うのですけれども、考え方の基準は、私

たちはやっぱり少数意見を－少数会派の意

見尊重をきちんとしようということで、考

えるべきだと。年間１２０分ということで

今よりもよくなるというのは、それはそう

なのですけれども、年間１２０分という状

況というのは、これはやっぱり全国的に見

ても、制限されている、窮屈な制約だと思

います。とりわけ少数会派のしっかりとし

た意見尊重をして、やっぱり定例会ごとに

一人当たり６０分程度ということを強調し

たいと思います。  

座長     今、私は公平な立場で、もちろん座長とし

ての立場で発言をしますが、先ほど村石委

員が、ほかの議会とかいろいろと言いまし

たけれども、定数も違いますし、そういう
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ことも根本にあります。それと一番は、一

般質問だけが議会の役目ではないのです。

例えば、当局へ直接尋ねたいこと、それか

らまた、電話で全部聞けるようなことも－

私も長い間、議員をやっていますけれども、

こんなことを一般質問で聞かなければなら

ないのかという、要するに、質の問題なの

です。新人の方は御存じではないと思いま

すが、部長が来ているのです。昔は予算特

別委員会とかいろいろとありましたけれど

も、部長の答弁よりも内容的にはやっぱり

課長なのです。その課のいろいろなものの

選択なりは、課長が握っているのです。一

般質問で答弁するのは部長なのです。そう

いった形の中で、こういうことは電話でも

聞ける、それから担当課へ行って全部聞け

るようなことまで、一般質問でやるのはい

かがなものかということで、こういう機会

だからこそ、やっぱり一般質問の内容の質

を高めていきたいということで、私は、た

だ長ければいいというものではないという

－これは座長としての立場ではなくて、一

般論として申し上げたいと。やっぱり、は

っきり言いまして、質の問題なのです。こ

んなことはやっぱり課長に直接聞けばいい

のではないかとか、電話でも聞けることを、

あえて議場で、一般質問でやることなのか
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なということは、多々、今まであるのです。

それは申しておきます。あとは、どうでし

ょうか。

      〔発言する者なし〕  

座長     なかなか結論は出ませんが、私の今の立場

で意見を集約しますと、議員一人当たりの

年間の持ち時間を現在の９０分から１２０

分にという意見が多数を占めているのでは

ないかというふうに思っております。それ

で……まだ継続していくのですか。結論を

出さないといけないのですか。  

議事調査課長 結論が出ないということもあり得る……。

座長     別に結論を出さなくてもいいのではないで

すか。どうでしょうか。  

村上委員   結論を出さなかったら、現行の９０分のま

まということになりますか。そういうこと

ですよね。  

座長     そうです。今、一人当たり年間９０分から

１２０分という自民党さん提案で、これ

を審査しているのです。それで、一部で

年間１２０分というのをさらに２４０分
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にという形の中で提案されている委員の

方もおいでになるということなのです。  

村石委員   基本的には、１２月議会が目の前に迫って

いるので、結論はきょう上げるべきだと

思います。だから、一致点は、各議員は

定例会ごとに質問できるということにな

るわけですよね。そこはもう一致してい

るわけで、あとは３０分なのか６０分な

のかだから、その間で何分かということ

だってある話なので、だからお互いに歩

み寄るという、そんな話合いはできない

のですか。座長から諮っていただけない

でしょうか。時間を歩み寄るということ

をです。  

座長     だから結論から言うと、一人当たり年間９

０分か１２０分かということで……  

村石委員   そうではなくて、「定例会ごとに３０分」

という意見と「６０分」という意見があ

るわけでしょう。そうしたら、３０分か

６０分ではなくて、４０分でも４５分で

も一定程度延ばして、そういうことでや

ってみるという議論にはならないのです

かということを言っています。  
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座長     それはならないでしょう。それは無理でし

ょう。  

村石委員   そんな硬直的な考えでいいのですか。  

座長         それは意見として聞きますが、今の段階で、

中をとって４０分とか４５分とか、私はそ

れはないというふうに思いますけれども。  

村石委員   座長、発言を許してください。金沢市は４

０分でやっているのです。この前、事務

局からの話にありましたように４０分と

いうところもあるわけです。だから、硬

直的に、３０分か６０分という考えでは

なくて、４０分だって４５分だってある

わけで、そういうふうにお互いに歩み寄

ることだって必要なのではないですか。  

座長     たまたま今のあれにしたら、３月までなの

です。今、新人の方もおいでになる中で、

一人当たり年間９０分だ、１２０分だ、

１２０分が２４０分だということよりも、

もうあとは１２月と３月しかないのです。

この調査会としての結論としたら。  

村石委員   確かに１２月、３月しかないということで

すけれども、今こうやって議会改革とい
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うことで、市民の人も注目しているわけ

ですよ。だから、そういう意味では１２

月、３月ではなくて、今後「議会は変わ

っ た 」 と 。「 今 ま で と 違 っ て 変 わ っ て き

た」ということを表明するためにも、私

は一定程度歩み寄って、きょう決めたほ

うがいいと思いますよ。そんな、３月ま

での時間で、新たに当選したらまた協議

しましょうでは不十分だと思います。  

座長     私は、意見が一つにまとまらないというこ

とを前提に言っているので、あとは継続協

議しかないのです。  

中山議員   意見としては、むしろ継続協議としていた

だいたほうがいいのではないかと。私たち

は、やっぱり今までの異常な質問制限をき

っぱりと正すということが主張としてある

ので、一人当たり年間１２０分ならいいの

ではないかということにしてしまっていい

のかということがありますので、もう少し

きちんと－新しく議員になられた方も議会

を経験していただくと、いろいろな御意見

もまた出てくるのだと思います。  

押田委員   今これで継続協議になるのかどうかはわか

りませんけれども、今回もし継続協議にな
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った場合、１２月議会は９０分でいくとい

うことでいいですか。それによって私たち

新人議員も質問を考えたり、逆に３月にど

れだけ残そうかということも考えたりしな

いといけないので、その辺をちょっと教え

ていただけませんか。  

議事調査課長 今ほどの押田委員からの発言ですけれども、

きょうの場は年間の持ち時間を９０分か

ら１２０分にするという提案を協議して

いるということでございます。一方、新

人の議員さん、あるいは今、各会派でも

ともと持っておられた持ち時間、これに

議員辞職された方の分がありますので、

これをどうしようかという場は、今度の

議会運営委員会のほうで最終的に決まる

ということなので、ちょっときょうのこ

の場では、それははっきりしないのかな

ということでございます。  

座長     基本的には、この会の趣旨といいますか－

議会改革検討調査会なのです。議会に対

する、いろいろなことを提案していただ

くということで、最終決定は今ほど事務

局が言いましたように、やっぱり議会運

営委員会であり各派代表者会議で決まる

ことが多いのです。そういうことをちょ
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っと、御承知おきいただきたいというふ

うに思います。

押田委員   わかりました。  

座長     それでは、意見が一つにまとまらないよう

でありますので、本件については、今後

も継続して本調査会で協議するというこ

とでよろしいでしょうか。  

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

座長     それでは、そのように決定いたしたいとい

うふうに思います。  

      次に、協議事項２番目の「議会運営委員会

の視察の廃止について」であります。  

      この件に対する御意見があれば、お願いい

たします。  

柞山委員   自民党からこの議会運営委員会の視察の廃

止をお願いしましたが、過日の議会改革検

討調査会でもいろいろと御提案がありまし

た。今般、その中の理由で、私のところは

資料の収集とかというものについては、当

該市に求めたり、インターネットで資料収

集もできるということで、視察まではしな

くてもいいのではないかと思って提案した
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わけでありますが、やはり今般、政務活動

費のあり方検討会なり、もちろん議会改革

もありますが、まだまだ現場へ行ってお聞

きしたいという御意見も多く聞いてきたわ

けでありまして、そういう趣旨であれば、

やっぱりこの視察を今までどおり継続して

いただいて、大いに研さんを積んでいただ

ければいいのかなというふうに思っており

ます。  

松井委員   先般、私どもが議会運営委員会の視察は継

続でと述べさせていただきましたけれども、

まさしくこの議会運営については、これか

らの議会改革の流れの中で、やはり変わり

続けるものであるというふうに思っており

ます。ですから、先進した他都市への議会

視察というのは、今も自民党さんからあり

ましたが、現場へ行ってわかることも多々

あるわけでありまして、年度内において、

必要がないとなれば行かなくてもいいよう

に予算措置だけはしっかりしておいたほう

がいいかなというふうに思っております。  

村石委員   正直に言うと、社民党も前回は廃止したほ

うがいいというようなことを言った気が

するのですが、その後ちょっといろいろ

と考えてみたのですけれども、やはり議
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会基本条例ですね。例えば、議会基本条

例をつくるときに先進的な議会を見に行

くというようなことも、やはり必要では

ないかというぐあいに考えましたので、

やはり今、松井委員が言われたように予

算はちゃんととっておいて、そしてみん

なで合議をして、例えば議会基本条例に

ついて、視察に行こうという合議が整え

ば予算を使っていいということにしたほ

うがいいと思います。  

中山議員   共産党も前回は基本的にはなくすことに賛

成という見解でしたけれども、今の御意

見にもありましたが、視察をなくせばい

いという私たちの意見は、視察ありきで

「もう決まっているから行こう」という

ようなあり方はやっぱりだめだというこ

となので、目的が明確で必要な視察はや

るべきだというふうに思っております。

ですから、今の提案にもあったように予

算措置はするけれども、必ず行くという

ことではなくて、その都度、実施につい

ても全体で確認をして、必要性、目的を

明確にした形で、行く場合には行くとい

うことであればいいと思います。  

座長     これは自民党さんの提案でございまして、
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こういう情報化の時代なのでインターネ

ットあたりでも情報が取れるのですよ。

恐らく、そういう中で、あえて視察に行

く必要はないのではないかということで、

廃止ということだったのですけれども、

今ほど皆さんの意見を聞いておりますと、

視察は継続するということで、意見が多

数を占めたというふうに……  

大島委員   その目的で行くのであれば、議会運営委員

会というよりも、特別な目的を持った議

会関係の改革の調査会とかそういう委員

会で視察をすべきではないかなというふ

うに私は思うのですが。  

議事調査課長 今の提案は議会運営委員会の視察でありま

すので、まさにおっしゃったとおりの委

員会の視察ということで合っているのか

なと思うわけですけれども。  

柞山委員   この会とか、政務活動費のあり方検討会は、

議長が諮問をするような調査会でありま

して、特別委員会とか議運に匹敵するよ

うな委員会とはまた違うという性格も知

っておいてほしいというふうに思ってい

ます。  
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村上委員   誤解のないように言っておきますが、議会

基本条例をつくることを決めたからそれ

を検討するために継続だと言っているの

ではないので、その点は誤解のないよう

に。特別な目的があるのならとおっしゃ

ったので、そうではないということを誤

解のないようにしていただきたいと思い

ます。  

座長     社民党さんは一つの例で言われたのでしょ

う。村石委員が議会基本条例だと言われ

るものですから。これはあくまでも調査

会で、委員会は委員会としてあるのです。

そういうことで、視察は継続するという

ことで多数を占めましたので、本調査会

としては、そのように取りまとめたいと

思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

座長     それでは、そのように決定をさせていただ

きます。  

      次に、協議事項３番目の「ケーブルテレビ

の放映について」であります。

      このことについては、先ほど、前回の協議

の状況について説明がありましたが、ケ

ーブルテレビの放映の導入に向けて、事
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務局から何か報告があればお願いいたし

ます。  

議事調査課長 〔説明〕  

座長     事務局の説明を踏まえて、何か御意見はご

ざいますか。  

大島委員   上婦負ケーブルテレビとケーブルテレビ富

山が同時にできるのか、それとも、条件

によっては時期がずれるのか、それはい

かがなものなのでしょうか。  

議事調査課長 可能性といたしましては、生放送か録画放

送なのかということになるかと思います。

それにつきましては、先ほども言いまし

た検討課題の１、２の一つとして、非常

に重要な課題ということでございますの

で、今この場でどうということは言えな

いわけですが、ただ、ケーブルテレビ富

山さんと上婦負ケーブルテレビさんの両

方と協議をして、それぞれと一致できる

ところを見つけていくということになろ

うかと思っております。  

柞山委員   これまでの議論では、インターネット中継

の様子を見てからケーブルテレビによる
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放映の検討に入っていきましょうという

話でありました。しかし、多くの委員の

皆さんもケーブルテレビによる放映をも

う入れるべきだと、導入すべきだと、イ

ンターネット中継の状況を見てからとい

うことではなくて直ちに入れろというこ

とでございました。第３番目に２行にわ

たって書いてありますが、「平成２９年３

月定例会から実施のインターネット中継

の実施状況を確認した上で、ケーブルテ

レビによる議会放映の検討を進める。」と

いうことでありますが、この上の１行を

消していただいて、「ケーブルテレビによ

る議会放映の検討を進める」とすれば、

直ちに進めるという様相でいいのではな

いかというふうに思います。それから、

今ほどいろいろと上婦負ケーブルテレビ

やケーブルテレビ富山とのこともありま

すが、県議会と同時に一般質問がされた

場合、生放送できるのかという大変大き

な問題もあるわけでして、それを録画す

るというとまた大きな費用がかかるとい

うお話も聞いております。ですから、こ

れについても詳細－ハードのテレビをデ

ジタルにしていかないと、という話もあ

りますし、そういうことも含めて、この

議会放映をケーブルテレビで直ちに進め
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るための調査検討を、直ちに行っていた

だく。ただ物理的に導入後に予算措置を

したり、トータルでどれだけの予算がか

かって、６月定例会にかけられるのか。

あるいは、それから品物を発注して１２

月までに間に合うのか。これも未知数で

すから、ケーブルテレビ局の話、機材の

話、そういう許可の話がありますので、

ともかく、１日も早くということであれ

ば、きょう皆さんの御同意を得て、やっ

ぱり直ちに検討を進めるということで支

持していただければ、進捗が早いのでは

ないかというふうに思っております。  

松井委員   来年の３月からインターネット中継につい

ては確保されたという上で、やはり早期

実現－事務局がおっしゃったように、今、

いろいろな問題について、自民党さんか

らもありましたように、生中継となると

いろいろと問題もあるということであり

ますので、ここは本当にできる限り早期

実現という形で前向きに進めていくとい

うことで、いいのではないかというふう

に思います。  

木下委員   議会と市政の見える化を進めていくという

ことがやっぱり大事だと考えております。
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インターネット中継のほうは来年３月か

ら開始されるということなのですけれど

も、政治に緊張感が生まれてくるという

ことからも、ケーブルテレビによる放映

ということに関しては、検討自体は速や

かに開始したらいいのではないかという

ふうに考えます。今の段階から検討を開

始し、皆さんがおっしゃるとおり、予算

とか準備期間がどれだけかかるのか、ど

ういった不都合が生じるのか、そういう

ことを検討し、導入にすぐ入れるような

状況をつくり出すということがいいかと

思います。それで、導入はインターネッ

トによる議会中継の後でもいいのかなと

いうふうには一応考えております。  

座長     基本的にはインターネット中継を先に出す

というのは決まっていたのです。やっぱ

りインターネットとケーブルテレビは別

個のものですから、それこそ同時並行と

いうことではなく、インターネット中継

はもう間違いなく来年の３月からやりま

すので、とりあえずケーブルテレビ放映

については、事務局がいろいろな角度か

ら調査したりしていますので、とにかく

早急に導入するという形の中でどうでし

ょうか。  
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村石委員   事務局の方には忙しい中、いろいろと調べ

ていただいていることに本当に敬意を表

したいと思います。今、木下委員が言わ

れたようにケーブルテレビの放映は、開

かれた議会として、市民に見てもらうと

同時に、やはり質問する側－私たち議員

が質の高い質問をすることにつながると

いうことがあると思うのですね。だから、

そういう意味では、予算もまたかかりま

すので、基本的には３月の当初予算に間

に合うようにいろいろと検討してほしい

のです。結果として、間に合わなければ

それは仕方がないのですが、平成２９年

度当初予算に間に合うように、もしよか

ったらいろいろなことを進めていただき

たいというぐあいに思います。  

議事調査課長 今ほど事務局へいろいろな御提案をいただ

き、ありがとうございます。その中で、

我々が努力をして、何とか－もしかすると

間に合うかもしれないというようなレベル

でありますと「わかりました」ということ

になるのかもわからないのですが、ちょっ

と今の段階では、とてもではないですが、

当初予算には－先ほども申しましたが、ま

だいろいろと基本的な事項を決めなければ

ならないのです。その中でケーブルテレビ
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さんにまず「こういうことでやれますか」

と。「それなら、やれるからちょっと話し

ましょう」ということになってくるわけで

すね。その辺の話がまだ全然何もできてい

ないということで、現段階でありますと、

もう既に、来年度の当初予算につきまして

は、予算編成も順次始まっておりまして、

現段階では、ちょっと当初予算には間に合

わないのかなという……。  

議会事務局長 補足の説明をさせていただきたいと思いま

す。まず、ケーブルテレビ事業の導入につ

きましては、私ども事務局のほうといたし

ましても、早期に各会派、議員の方々の御

了解をいただいて、なるべく早く導入に向

けてしっかりと頑張っていきたいという気

持ちでいっぱいでございます。先ほど、柞

山委員のほうから、現段階では、「平成２

９年３月定例会から実施のインターネット

中継の実施状況を確認した上で」というこ

の条件を外したらどうかという話がござい

ました。私ども事務局といたしましては、

そういうようなお話をいただいて、背中を

押してくださることは本当にうれしい限り

でございます。先ほど圓山課長が申しまし

たように、実はインターネット中継でもい

ろいろな課題がございますけれども、ケー
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ブルテレビ事業の場合はもっといろいろな

－導入するに当たりまして、一つ一つ確か

めていかないといけないことが結構たくさ

んございます。そのためには、相当の日数

等がかかります。先ほど来から出ている話

の繰返しになりますが、大きな話といたし

ましては、ケーブルテレビ事業の場合はイ

ンターネット事業と違いまして、放送法の

適用があるということでございます。そう

しますと、放送法の適用があるということ

は、これは公共の電波を使うことになりま

すので、しっかりとしたそういったハード、

それから運営方針等が確立されていないと、

これは放送法の適用を受けられません。し

たがいまして、例えば今、本会議場におき

ますところの音響設備、映像設備が今のま

までいいのかどうか。これを抜本的に見直

さないといけないのではないのかという検

討が必要であります。さらには、先ほど来

からお話を頂戴いたしましたように、放送

事業者さんは富山市内にケーブルテレビ富

山さんと上婦負ケーブルテレビさんの２局

－２事業者さんがおられるということで、

両方の事業者さんとの－先ほど大島委員も

言われましたように、実施時期を同時にで

きるのかどうかとか、いろいろなところを

調整をする必要があります。ということか
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ら、これは相当ハードな作業だなと思って

おります。そこで、話が本題に入りますけ

れども、この後の準備でございますけれど

も、私どもは２段階だと考えております。

例えば、先ほど言いましたが、いきなり議

場の整備とかのようなハードの準備という

ことではなくて、そういったもろもろの課

題を、どういう課題があるのかということ

を徹底的に洗い出し、関係事業者さんとの

間で必要な協議を円滑に行う、いわば、調

査・研究という実際の本格的な導入作業に

入る前段階の作業が一つ必要だと思ってお

ります。新年度の予算案につきましては、

私ども事務局サイドのほうといたしまして

は、どのような形で盛り込めるのか、本当

に盛り込むことができるのか、盛り込むこ

とができるとしたならば、どういう内容な

のかということを、現在、検討、精査させ

ていただいている段階でございます。もし

盛り込むということであれば、まずは調

査・研究に係る所要の経費につきましてお

願いをするということになるのではないか

と現段階では思っているところでございま

す。  

押田委員   今、久世局長が言われたことにかかわると

思うのですけれども、私は、今、初めての
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参加なのでちょっとよくわからないのです。

このインターネット中継というのは、どの

程度のインターネット中継をお考えなので

すか。言ってみれば、例えば、登壇すると

ころからちゃんと出るのか、ピンポイント

でただ流しをするものなのかという、そこ

からまずわかっていないのですけれども、

教えていただけませんか。  

議事調査課長 インターネット中継につきましては、現在、

市庁舎で庁内放送が流れております。それ

は、カメラを３台使いまして、質問者ある

いは答弁者などを放映しております。それ

で、自席や答弁台というか演壇で発言する

ものも含めまして、そういったものを放映

しておりまして、その映像をそのままイン

ターネットで中継するというものでござい

ます。  

押田委員   それは専用の職員か何かを使って撮影をし

ているということですか。  

議事調査課長 現在のところ、議場の放映システムにより

まして、システム上、自動的にカメラが

移動しまして撮影をしております。  

押田委員   自動というのは、誰かオペレーターがいる
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ということでしょう。  

議事調査課長 議場内で発言の要求がありましたら、マイ

クのスイッチを入れる必要がございます。

マイクのスイッチを入れると同時に－議員

さんのボタンを押しますとカメラが自動的

にそちらを向くというものでございまして、

誰かが専用のカメラを動かしているという

ことではありませんので、そのシステムの

中でカメラも自動的に動くというものの映

像でございます。  

押田委員   わかりました。今、私もケーブルテレビの

ことに関しては賛成なのですけれども、そ

の庁内放送の件も含めて、もしかして費用

が安く上がるのではないかというふうに思

ったのです。ケーブルテレビさんが撮って

くれるのであれば。ただ、私がわからない

のは、ケーブルテレビさんのほうが中に入

ってきて撮影をするのか－今の庁内放送だ

ということだったので、自動のものを流す

のかもちょっとわかっていなかったのです。

すみません、変な質問をしまして。  

座長     今、私が聞いているのは、カメラがアナロ

グからデジタルに、何かそれだけでも結構

な費用がかかるとか……。  
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中山議員   改めて先ほど出た意見の中で、柞山委員と

松井委員の出された意見に賛成で、「早期

実現」という確認をしていただいて、まさ

に早期という検討の中で実施時期も明確に

していただいて、ということが必要かなと

思います。  

座長     実施時期については、今ほど局長が言われ

たようになかなか－課長も言われました

ように、調査とか、いろいろと研究をし

なければなりません－相手があることで

すから。でも、しっかり取り組んでいか

ないと、というふうに思います。まずは、

それこそインターネット中継ということ

で、その後－もちろん並行してやってい

きますけれども、早急に調査・研究を事

務局のほうでしていただくということで、

よろしいでしょうか。  

大島委員   局長の言われる調査・研究ということにな

りますと、職員というのは専属で誰かを

雇わないといけないというような形にな

ろうかと思うのですが、当初予算でその

辺についてまで踏み込まれるわけでしょ

うか。  

議事調査課長 そういった面も含めまして、職員が対応す
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るのか、あるいはテレビ局側で対応するの

か、あるいは別途、費用を準備して、ほか

の方にやっていただくのか、そういうこと

も全部、検討課題の中に入っております。

今ほども申しましたとおり、そういうこと

を全部検討するための調査などの費用を、

今もし当初予算で要求するとすれば、そう

いったことになるということでございます。  

座長     そういうことで、しっかり進めていただく

ということで、よろしくお願いします。  

      それでは、確認させていただきます。  

      「ケーブルテレビによる議会放映の検討を

進める。」ということで、本調査会として

このように取りまとめることとしてよろし

いでしょうか。

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

座長     それでは、そのように決定したいというふ

うに思います。

      次に、協議事項４番目の「弔電、祝電、香

典の自粛について」であります。

      この件に対する御意見があれば、お願いし

ます。

橋本議員   弔電、祝電と香典は、ちょっと少し分けて
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考えるべきかなと思いますが、弔電、祝

電に関しては、自粛という言葉が本当に

曖昧だなと思っております。廃止なら廃

止にすべきではないかと。今は報道の方

がたくさんおられますし、これは廃止な

ら廃止ということで富山市議会で打ち出

すのもいかがかと思っております。  

座長     今、橋本議員が言われるのは弔電、祝電の

件ですね。  

橋本議員   そうです。  

座長     香典は切り離すということですね。  

橋本議員   そうです。  

木下委員   弔電、祝電、香典に関しては、富山市議会

全体として自粛する旨の統一性を出せたら

どうかと考えております。これらに関して

多額のお金が費やされているという話を聞

いたことがありますし、出す、出さないと

いうこと自体が議員個人の支持にも影響を

及ぼしているというふうに考えられますの

で、一律に自粛というふうにすれば議員間

の公平性が保たれるのではないかというふ

うにちょっと考えております。  
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村上委員   弔電、祝電については出さない。香典につ

いては公職選挙法に従うということでよろ

しいと思います。  

座長     今ほど橋本議員が言っておられた、自粛と

いうのはどこまでが自粛なのかという、そ

の見解なのですよね。区別なのですよね。  

松井委員   うちの会派としても検討しましたが、結論

から言いますと、議員だからといって、上

辺だけのそういった虚礼については廃止に

すべきであるというところでは一致してお

りますが、個人的な今までのつながりとか

もあります。そういった人間関係が残って

いる以上、もうしばらく継続協議としてい

ただければというふうに思っております。  

中山議員   村上委員の提案に賛成です。原則、弔電、

祝電は廃止です。  

座長     廃止なのか自粛なのかというところが、非

常に微妙なのですよね。

大島委員   私も村上委員と同じで廃止すべきだと思い

ます。自粛では個人間のいろいろな付き合

いがあって、どうしても打たないといけな

いというふうになれば、いただいた方も読
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まないといけないという、そういうプレッ

シャーの中で、来た議員と来なかった議員

というのがありますから、これは速やかに

廃止すべきだと思います。香典については、

公職選挙法どおりで本人が届けるという、

それは当然のことでございます。  

村石委員   社民党も弔電、祝電については廃止という

ことに、明確にしたほうが一番混乱が起

きないというぐあいに考えています。香

典についてはできるだけ自粛して、当然

本人が持っていくというふうにすればい

いと思っています。  

座長     今、香典については本人が持っていくとい

うことであれば、公職選挙法にのっとっ

て出すということであれば、問題はない

のですよ。それで、あとは御意見よろし

いですか。全く廃止するということで皆

さんよろしいのですか。  

      〔「公明党さん……」と呼ぶ者あり〕  

座長     これは、本当に公明党さんが言われるとお

りなのです。人間関係があるのですよ。

これは例を言いますと、例えば親戚以上

のお付き合いをしている方もおいでにな
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るのですよ。親戚に祝意なり弔意をあら

わすというのは、あくまでも当然なので

すけれども、やっぱりどの程度の付き合

いなのかというのは、本人が一番－やっ

ぱり大事な人を、私にとっては大事な人、

そういう人間関係というのは、その個人

個人にやっぱりあるので、なかなか－公

明党さんがそういうふうに言われるよう

なもので、私も個人的には難しいなとい

う思いもあります。  

松井委員   継続協議でお願いしたいというのは、いろ

いろなケースがあります。じゃあ、例え

ば肩書を外して個人名で出す分はどうな

のかということも出てくるでしょうし、

自粛－ほかの議会を見ても、親戚そして

知人、この知人の枠がどこまでなのかと

いうことになってくると思いますけれど

も、それにしても難しい……。  

座長     ちょっと確認したいのですけれども、一人

会派の方は別として、皆さんは、各会派で

検討されましたか。  

      〔「しました」と呼ぶ者あり〕  

柞山委員   今、村上委員からは廃止ということであり
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まして、全てを確認したわけではござい

ませんが、事例として、自粛ということ

は申し合わせましたが、先ほど橋本議員

も言われましたけれども、親戚だから打

たないといけないかといって打ったら、

同じところに橋本議員も行っておられて

「打っとったじゃないか」ということで、

やっぱりいろいろと尺度に誤差がござい

ます。そういうことが生まれてきては、

何のためなのかなということを根本的に

考えると、やっぱり弔電をいただいたら、

そこの葬儀委員長さんか司会の方は、今

の慣例からいうと、当然、不特定多数の

方に発表するわけですよね。そのことが

議員として、それは広報活動なのか本人

なのか同じなのかというと、これはなか

なか尺度が難しい。いっそ、弔意を示す

ということであれば、親戚あるいは友達

の場合は本人が行って弔意を示す。香典

がなくても弔意を示すということが肝要

なのであって、弔電を打つということで、

その場の不特定多数の人に知らしめると

いうことの行為が果たして、公職である

議員の広報活動か議員活動かということ

に当てはまるのではないかいうことにな

ると、これは自粛という尺度の定義から

いうと、これは廃止したほうがいいとい
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う結論に至るのではないかと、村上委員

と二人で話していたのです。  

座長     私が言いたいのは、まずは自粛なのかなと

いうことで、おさまるのかなということ

で、今確認したのです。「皆さん、各会派

で確認してこられましたか」ということ

で。  

柞山委員   撤廃については、全体確認をまだしていな

いような気がします。  

座長     それで会派に帰って怒られないのですか。

大丈夫なのですか。  

柞山委員   その方向で間違いないと思います。  

座長     私はまず、自粛からかなと思います。しば

らく様子を見て－公明党さんではないで

すけれども－自粛をして、それからある

時期に廃止ということに持っていかれる

のかなという思いでいたのですが、いき

なり廃止ということで、皆さんは各会派

に帰られてよろしいのですかということ

を私は言ったのです。どうなのですか。  

村石委員   弔電・祝電について、非常に私も悩みまし
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た。公明党さんの言われていることも感

情的には理解できることもあります。自

分の経験で言うと、２０１５年は２５０

本の弔電を打っています。そして香典は

１００件を超えるのです。だから、それ

をどこで線を引くとか引かないとか、線

を引けないから全部廃止です。これが、

非常に迷った末、一番の現実的な対応で

はないかということを決めたわけです。

香典についても、本当にある程度精査し

て、件数も減らしているというようなこ

とも含めて、非常に迷った末にそういう

結論を会派で相談して出したので、公明

党さんもそこら辺をぜひ御理解していた

だけないかなという思いです。  

座長     ほかの人は、大丈夫ですか。  

大島委員   ４月に選挙が当然ありますから、これは弔

電合戦になります。それで、現職が有利で

す。これはフェアではないです。絶対に廃

止すべきだと思います。  

松井委員   今ほど自民党さんや社民党さんからもあり

ましたが、香典についてはやはり公職選

挙法にのっとって、自分が行く分につい

ては当然、そういった意味で弔意をあら
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わすと、やっぱり線引きが非常に難しい

ということでうちも考えていた流れの中

で、やはり廃止するという方向が決着点

であろうというふうに思いますので、廃

止です。

座長     もう一度確認します。皆さんは会派に帰ら

れて大丈夫ですか。そこの確認だけ私…

…

橋本議員   この場合、弔電、祝電は他市他県－要する

に遠方に出す……全く関係ないのですか。

      〔「選挙区内」と呼ぶ者あり〕

橋本議員   選挙区内だけの話ですね。

座長     自粛でいきましょうか。  

押田委員   祝電の場合、肩書を外したら、エリア内は、

本当に個人的な付き合いの場合はオーケー

なのですか。完全に廃止ですか。  

座長     やっぱり廃止は廃止でしょう。そういうこ

とにいろいろと条件をつけたり、何か逃げ

道をつくったりすると……  
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押田委員   肩書を外してもですか。  

座長     そうだと思いますよ。私は廃止するのだっ

たら、全部廃止だという捉え方をしている

のですけれども。  

村石委員   例としては全く一緒ではないのですけれど

も、議会開催期間中は小学校・中学校の卒

業式には行かないという申合せがあって、

そのときにあるケースで、議員バッジを外

して、肩書もなしで行きたいという例があ

ったのですが、それは議員バッジを外して

肩書なしで出ても、市議会議員として周り

の人は見るでしょうというようなことから、

申合せ事項どおり行かないでくださいとい

うことがあって、結局、私たちの名前は肩

書がなくても周りからは市議会議員として

見られてしまうので、基本的には肩書なし

でも出さないということがいいと思います。  

中山議員   私も今の意見に賛成です。市民の皆さんは

富山市の議会、議員というのは弔電を打つ

人が議員だと思っておられるのだと思うの

ですけれども、ここできっぱりと打っては

ならない、打たない人だということを市民

の皆さんにお伝えすれば、これは理解を得

られると思います。  
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松井委員   今回の新しい議員１３名の方の中で、非常

に若い議員の方もいらっしゃるし、子育て

真っただ中の若い議員もおられます。自分

の子どもの卒業式、そしてまた－入学式は

いいですが、卒業式には基本的には出られ

ないということですけれども、議員になっ

た以上、やはりそこは我慢していただくと

いうことでよろしいのではないでしょうか。  

座長     卒業式は議会開会中なのです。それで、常

任委員会とちょうど重なるので、常任委員

会がある人は議会に出ていますから。ない

人は基本的には卒業式に行けるのです。で

も、これは申合せで、卒業式に関しては幼

稚園だろうと小学校だろうと中学校だろう

と高校だろうと、一切行かないという申合

せがあるのです。入学式は４月で、議会が

ございませんからこれは自由という－余談

になりますが。それでまた、一応せっかく

そういう話が出ましたので、またその時期

になれば皆さんに通達は出ます。そうした

ら自民党さん、本当に会派で確認されない

でいいのですか。  

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

舎川委員   香典とか弔電、そういったものは私も前に
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ちょっとある方の葬儀に行ったときに、私

は出してない中で、やはり「お前、出さな

いとまずくないか」というような流れが、

まだちょっとあります。なので、ここはし

っかりちゃんと線を引いて、「もう我々は

出さないよ」と。「出せないんだ」という

ことをちゃんと明確にしておいたほうがや

はりいいのではないかと思っております。  

松井委員   決めた以上、市議会だより、そしてホーム

ページでしばらくの間、しっかりと周知徹

底する。そしてまた、マスコミの方も含め

て地域の御理解が大事だというふうに思っ

ております。その辺をしっかりお願いしま

す。  

村石委員   実施時期はいつからですか。  

座長     それは、これからです。自粛するのか廃止

するのかということで大丈夫ですね、皆さ

ん。  

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

座長     それでは皆さんの意見としては、弔電、祝

電を廃止する。

香典は、公職選挙法のルールに従って取り
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扱う。

      このように決定しても、よろしいでしょう

か。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

座長     それでは、そのように決定いたします。

      今ほど決定いたしました弔電、祝電、香典

の取扱いについて、その実施時期について、

皆さんの御意見をお聞かせください。  

      香典は公職選挙法にのっとって出すという

ことですから、弔電と祝電の廃止の時期で

すね。どうでしょうか。  

大島委員   １２月１日から議会が始まるので、１２月

１日からにされてはいかがでしょうか。  

柞山委員   私のところは、会派で自粛を決めたときか

らすぐに実施しております。決める以前か

ら実施しておられる方もおられます。です

から、こういうことは直ちに、きょうから

やってください。  

松井委員   早く実施したいと思いますので、１２月１

日からでよろしいのではないでしょうか。  

議事調査課長 実施時期についてでございますが、先ほど
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からの座長の発言にもありますとおり、

この委員会は、案を決定する場でござい

まして、最終決定は各派代表者会議にな

るということでございます。現在のとこ

ろ、予定といたしますと各派代表者会議

は１２月１日となりますので、そこで決

定されるかどうかということでよろしい

でしょうか。  

座長     そういうことでございます。あくまでも議

会改革検討調査会でございますから、各派

代表者会議で決定していただくということ

で、１２月１日でございます。  

議事調査課長 ということで、議会改革検討調査会の意見

とすれば各派代表者会議の決定後からと

いうことでしょうか。  

座長     そういうことになります。  

      それでは、そのように決定をさせていただ

きます。  

      これで、本日の協議事項は、全て終了いた

しました。本日、御協議いただいた４項目

につきましては、私から議長に報告するこ

とといたしますので、御承知おき願います。

      次回の開催日程については、正副座長で協

議して、改めて御案内したいというふうに
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思っております。

中山議員   ちょっと新たな意見があるのですけれども、

インターネット中継が行われるので、やっ

ぱり見える化を進めるという意味で、前に

出ていたと思うのですが、パネルなどを使

ってよりわかりやすくというようなことも

－これは改めて一致できるのではないかな

と会派では意見が出ているのですけれども。  

座長     議場でですか、委員会でですか。  

中山議員   議場でです。  

座長     そうしたら、今度の検討……どうなるので

すか。それとも、議運になるのですか。課

長、どういう扱いになるのでしょうか。  

議事調査課長 今、この議会改革検討調査会での協議事項

の御提案ということであれば、もしこの

場で決められれば、ここで話していただ

けたらいいのではないかと思います。  

座長     いずれにしても、今ではなくて、次回の協

議事項でいいのでしょう。  

大島委員   そのことについて共産党の別の新人の議員



49

さんからもそのお話をいただいたときに、

そういうものを本会議に－議場に持ち込む

ということは、それこそパネル合戦のよう

な形になって、プラカードとかそういうも

のと同じでございますので、もし皆さん方

に周知するのであれば、何かスクリーンと

か傍聴者に対する資料の配布とか、その辺

から始められたらどうかなというふうに思

っております。議場に持ち込むのは反対で

す。  

座長     いずれにしても、中山議員のほうから提案

がございましたので、次の調査会で検討さ

せていただきたいというふうに思います。  

      それでは、本日の議会改革検討調査会を閉

会いたします。  


